
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
四
年
六
月
七
日
提
出

質

問

第

九

八

号

情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
者
に
対
す
る
身
辺
調
査
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
者
に
対
す
る
身
辺
調
査
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
十
四
年
六
月
七
日
に
頂
い
た
「
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
者
に
対
す
る
身
辺
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
へ

の
答
弁
書
は
不
誠
実
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
情
報
公
開
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
行
政
機
関
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
以

外
の
請
求
者
に
関
す
る
情
報
を
入
手
あ
る
い
は
保
有
し
て
い
る
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
総
務
省
が
調
査
中
と
い
う
そ
っ
け
な

い
答
弁
で
あ
っ
た
。

総
務
省
が
調
査
中
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
、
そ
の
調
査
結
果
が
出
る
時
期
や
調
査
結
果
を
公
表
す
る
時
期
な
ど
に

つ
い
て
記
述
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
再
度
お
尋
ね
す
る
。
な
お
、
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
と
は
、
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
以
外
の
開
示
請
求
者

に
関
わ
る
情
報
を
記
載
し
た
資
料
を
い
う
。

一

情
報
公
開
法
が
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
行
政
機
関
の
名
称
を
列
挙
さ
れ
た
い
。

二

そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
ご
と
に
、
以
下
の
�
つ
の
項
目
ご
と
に
調
査
状
況
（
結
果
が
出
て
い
る
も
の
は
そ
の
内
容
、
結
果

が
出
て
い
な
い
も
の
は
結
果
が
出
る
年
月
日
）
を
お
示
し
願
い
た
い
。

一



�
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
の
有
無
、
�
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
を
作
成
し
て
い
た
場
合
は
そ
の
対
象
人
数
と
内
容
、
�
開

示
請
求
者
身
辺
資
料
を
作
成
し
た
理
由
、
�
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
の
作
成
に
関
し
て
違
法
性
の
認
識
は
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
、
�
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
を
作
成
し
た
日
時
と
、
作
成
の
指
示
を
し
た
人
物
の
所
属
と
役
職
名
、
�
当
該
行
政
機
関
の

長
が
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
の
存
在
を
知
っ
た
日
時
と
、
そ
の
際
に
指
示
し
た
内
容
、
�
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
に
あ
る
情

報
に
よ
っ
て
、
開
示
、
不
開
示
の
決
定
に
影
響
を
し
た
可
能
性
の
有
無

右
質
問
す
る
。

二


